
１．風評被害の払拭

観光業の復興

中小企業支援

（１）全国での道産品の販路拡大支援
・◎首都圏等での食プロモーション事業の実施【北海道】
・◎商工会等の支援機関や民間団体が行う展示会等による販促支援【経産省】
・★ 「どさんこプラザ」の活用等による首都圏などでの販路拡大に向けたマーケティング支援【北海道】
・★ 「Gift Show 2019（東京都）」 「FOODEX JAPAN 2019（千葉県）」への出展支援【経産省】
・〇日本百貨店協会との連携による全国各地での北海道物産展の実施【経産省】

（２）海外における道産品の販路拡大支援
・◎アジア各国（韓国、台湾、香港、中国、タイ、シンガポール）での「北海道フェア」等の実施【北海道】
・★北海道ブランドイメージの向上と輸出促進に向けた販路開拓支援やイベント開催【北海道】
・★イオン（香港・マレーシア）、YATA（香港）における「北海道フェア」の開催【北海道、経産省】
・★日越交流フェス（ベトナム）における北海道震災復興支援特設ブース等の設置【北海道、経産省】
・★ECサイト「Red Mart（シンガポール）」による北海道コーナーの設置【経産省】
・★JETRO等の新輸出大国コンソーシアム構成機関の専門家による相談対応【経産省】

・★「地域中堅・中核企業シンポジウム in 北海道」の開催【経産省】

・◎商店街における被災地特産品等の復興支援セールの開催【北海道】
・★公設試験研究機関などを活用した新技術・新商品開発等への支援【北海道】
・★新産業創出、競争力強化支援に向けた取組への支援【北海道】
・★小規模企業のICT利活用を通じた経営体質の強化等支援【北海道】
・★小規模事業者が行う販路開拓等の支援（小規模事業者持続化補助金）【経産省】
・★中小企業等の生産性向上のためのIT導入支援【経産省】
・★専門家派遣によるBCP策定支援【経産省】

道産品の販路拡大

中小企業支援

３．北海道経済の成長軌道化

北海道を元気にする中小企業・地域産品・観光等支援施策集
平成３０年９月２８日
北海道、経済産業省

注： ◎：今般（平成３０年９月２８日）予算措置された事業 ★：既存の制度の枠組みで実行する事業 〇：その他

・◎北海道の融資制度による資金繰り支援と保証料負担の軽減【北海道】
・◎融資制度等の様々な支援策の説明会、移動相談会の実施【北海道】
・◎商店街のにぎわい回復のための集客イベントの実施支援【経産省】
・★中小企業総合支援センターによる経営相談支援【北海道】
・★厚真町、安平町、むかわ町が行う仮設店舗の設置支援【経産省】
・★政府系金融機関、商工会、商工会議所等における特別相談窓口の設置【経産省】
・★セーフティネット保証４号の適用【経産省】
・★厚真町、安平町、むかわ町における災害関連保証の適用【経産省】
・★災害復旧貸付の金利引き下げ、対象事業者拡大【経産省】
・★既往債務の返済条件緩和等の対応【経産省】
・★小規模企業共済災害時貸付の適用【経産省】
・★親事業者に対する下請中小企業者等への配慮要請【経産省】
・★よろず支援拠点等による被災事業者の課題に特化した専門家派遣【経産省】
・★輸出入許可証の紛失者や延長申請における特例措置【経産省】
・★特許出願等に関する早期審査、早期審理の実施【経産省】

中小企業支援

強靭化対策

・ ◎自家用発電機を備えた「住民拠点SS」等の整備【北海道、経産省】
・ ★病院や避難所など重要施設における燃料タンク及び自家用発電機の導入支援【経産省】
・ ★石油コンビナートの強靭化支援【経産省】

２．産業基盤の回復と経営再建

・◎旅行割引制度（ふっこう割）の導入【北海道】
・◎インバウンド重点地域でのトップセールス、JNTOやJETROとの連携による海外誘客プロモーションなど国内外向け観光プロモーションの実施（観光復興キャンペーン）【北海道、経産省】
・◎知事メッセージの国内外への発信、海外メディア、海外インフルエンサーの招聘など情報発信の実施（観光復興キャンペーン）【北海道、経産省】
・★韓国、台湾、中国、インドネシア、マレーシア、アメリカなどからメディアを招聘し、震災後の北海道の正確な情報を発信（観光復興キャンペーン）【北海道】
・★首都圏での観光プレゼンテーション、台湾、中国、香港、アメリカ、タイ、イギリス、ロシア、フィンランド、ドイツ、フランスでの現地プロモーションの実施（観光復興キャンペーン）【北海道】
・★ツーリズムEXPO（9/20-23東京）でのポスター掲示や、パネルによる復興PR、北海道観光商談会（11/7東京）でのトップセールスの実施（観光復興キャンペーン）【北海道】
・★留学生・外国人観光客等によるSNSを活用した情報発信【経産省】
・★インバウンド需要の促進（JETRO）／観光庁・JNTOが行う訪日PRとの連携【経産省】

北海道胆振東部地震からの復興のため、支援施策をとりまとめ、風評被害の払拭、産業基盤の回復と経営再建、北海道経済の成長
軌道化を強力に推進します。


